
 

小金井市教育委員会の基本方針  

 

【基本方針１  「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】  

 

 すべての子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、

思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しよ

うとする精神を育むことが求められている。  

 このため、人権教育及び心の教育を充実するとともに、権利と義務、

自由と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立した個人を

育てる教育を推進する。  

 

【基本方針２  「個性」と「創造力」の伸長】  

 

 子供たち一人一人が、国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、

自分のよさや可能性を認識できる自己肯定感を育み、持続可能な社会

の創り手となることが求められている。  

 このため、子供たちの個性と創造力を伸ばす教育を重視するととも

に、国際社会に生きる日本人を育成する教育を推進する。  

 

【基本方針３  「信頼される学校づくり」と「確かな学力」の確立】  

 

 子供たちには、基礎的・基本的な知識・技能の習得と、思考力・判

断力・表現力等の育成、学びに向かう力、人間性等の涵養が求められ

ている。  

 このため、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を

進めるとともに、保護者や地域に信頼される魅力ある学校づくりを目

指した学校経営を支援する。  

 

【基本方針４  「生涯学習」と「文化・スポーツ」の振興】  

 

 市民一人一人が、生涯にわたって学び、その成果を社会に還元でき

るようにするとともに、次代を担う子供たちの健やかな成長を社会全

体で支えることが求められている。  

 このため、学校・家庭・地域の教育力を高め、その連携が進むよう

支援するとともに、市民が生涯を通じて、自ら学び、文化・スポーツ

に親しみ、社会参加できる機会の充実を図る。  

 

（平成３１年２月１２日  小金井市教育委員会決定）  


